
訴訟提起から4年後のGoogleの仲裁強制の申立て訴訟提起から4年後のGoogleの仲裁強制の申立て
の裁判所による却下の裁判所による却下

Publications
2024年5月

カリフォルニア州の連邦裁判官は、最近、クラスアクションの仲裁を求めるGoogleの申立てを却下
した。この訴訟では、Googleアシスタントの対応機器が、ユーザーの許可を得たりユーザーに認識
させたりすることなく、ユーザーの会話を偶然録音する可能性があるという事実を隠したことによ
り、Googleはプライバシー条項に違反した、と主張されていた。

連邦裁判所は、Googleによる仲裁への移行を求める申立てを却下する判決において、(1)既存の仲裁
強制の権利を認識していたこと、(2)既存の仲裁強制の権利と矛盾する意図的な行為を行ったこと、
という権利放棄を認定するための2つの要件を原告は満たしている、と判断した。

1つ目の要件に関して、裁判所は、Googleが関連契約の仲裁条項をドラフトしていたことから、既
存の仲裁強制の権利について認識していたと判断した。

そのうえで、裁判所は、以下のとおり、訴訟における一連のGoogleの行動を要約・検討した。

Googleは、既に4件の却下申立て（motion to dismiss）が行われ訴訟開始から2年半が経過した時
点で提出された原告の訴状に対する答弁書において初めて、仲裁強制の可能性について言及し
た。

Googleは、答弁書の提出後、仲裁強制の申立てを行わず、代わりにディスカバリー関連の主張や
サマリージャッジメントの申立てを行うなど、9か月間訴訟行為を行った。

Googleは、事実と専門家に関するディスカバリーが終了し、クラスの認定から7か月経ってか
ら、仲裁強制の申立てを行った。

裁判所は、Googleの事案を、仲裁強制の権利を放棄するに至るほどの行動を行っていないと判示し
た第9巡回区控訴裁判所の最近の判決（Armstrong v. Michaels Stores, Inc., 59 F. 4th 1011 (9th Cir.
2023)）と区別した。Armstrong判決では、被告は、全ての重要な提出書面において繰り返し仲裁の
権利を留保し、裁判所の本案での判断を求めず、重要なディスカバリーに関与せず、仲裁強制の申
立てを行うまでの長期間にわたり訴訟行為を行わなかった。 裁判所は、上記のようなGoogleの訴訟
行為によれば、2つの事案は異なるものであり、Googleは仲裁に関する権利を放棄した、と結論づ
けた。
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